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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センタ装置と１つ以上の中継装置とが第一の伝送路で接続され、前記中継装置と１つ以
上の端末装置とが第二の伝送路で接続されるデジタル放送システムにおける限定受信シス
テムであって、
　　前記センタ装置は、映像、音声またはデータのいずれかを含む必要に応じスクランブ
ルされたコンテンツと、前記コンテンツをデスクランブルするための復号情報とを含む少
なくとも１つのトランスポートストリームと、前記中継装置あるいは前記端末装置にて複
数のトランスポートストリームの選択を行うための第一伝送制御情報とをあわせて第一の
ストリームとして前記第一の伝送路に送出し、
　　前記中継装置は、前記第一の伝送路から受信した前記第一のストリームを前記第二の
伝送路に中継送出する際に、前記第一の伝送制御情報をもとに前記端末装置に対し生成送
出する第二の伝送制御情報に、前記端末装置に対する視聴可否情報をあわせて第二のスト
リームとして前記第二の伝送路へ送出し、前記視聴可否情報はオリジナルネットワークＩ
ＤとトランスポートストリームＩＤを含み、これらの組み合わせにより視聴可または否の
設定をしており、
　　前記端末装置は、前記視聴可否情報をもとにトランスポートストリームの視聴可否を
判断するためのフロントエンド部と、前記フロントエンド部から入力されたコンテンツの
復号を行う復号処理部からなり、
　　前記フロントエンド部は、前記第二の伝送路より受信した前記第二のストリームより
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前記視聴可否情報を抽出し、前記視聴可否情報に基づいて視聴制御を行い、視聴可能と判
断した少なくとも１つのトランスポートストリームを選択して、前記復号処理部に送信し
、
　　前記復号処理部は、前記復号情報をもとに、前記コンテンツへのデスクランブル制御
を行うことを特徴とする限定受信システム。
【請求項２】
　前記端末装置におけるフロントエンド部に、前記視聴可否情報を蓄積する手段を有する
ことを特徴とする請求項１記載の限定受信システム。
【請求項３】
　前記中継装置において、前記第二のストリームの伝送周波数とは異なる特定の周波数帯
を用いて前記視聴可否情報を送信し、前記端末装置は、前記特定の周波数帯で送信された
、前記視聴可否情報により視聴制御を行うことを特徴とした請求項１または２記載の限定
受信システム。
【請求項４】
　前記中継装置は、前記センタ装置からの前記第一の伝送制御情報を利用せず、前記中継
装置にて新たに第二の伝送制御情報を生成・送出する手段を有することを特徴とする請求
項１乃至３のいずれかに記載の限定受信システム。
【請求項５】
　前記中継装置における前記第二の伝送制御情報として、ＴＳＭＦ情報を用いることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の限定受信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル放送システムのセンタ装置から送出されるスクランブルされた映像、
音声またはデータなどのコンテンツを、ＣＡＴＶ局などの中継装置を介して端末装置に伝
送する限定受信システムに関し、特に、変調変換方式の中継装置で端末装置の視聴制御を
可能にしたものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタル放送やデジタルＣＡＴＶ放送の分野では、通信資源を有効に利用するため
に、複数の放送事業者が提供する各番組を多重して、１つのチャンネルで送信することが
行われている。これは例えばＢＳデジタル放送（の複数ＴＳ伝送フォーマット）ではＴＭ
ＣＣ(Transmission Multiplexing Configuration Control)と呼ばれ、パケット同期信号
に重畳されて伝送され、受信側ではＴＭＣＣ信号をもとに１つの周波数帯から複数のＴＳ
を取り出すことができる。
【０００３】
　また、従来の再送信方式では、ＣＡＴＶ局が放送センタなどから送出されるスクランブ
ルされたストリームをＣＡＴＶ端末装置に再送信する方式として、変調変換方式と再多重
方式との２つが知られている。変調変換方式では、ＣＡＴＶ局でコンテンツのデスクラン
ブル、再スクランブルを行わずに、番組配列情報の一部を変更するのみでストリームを再
送信する。この方式では、限定受信の管理は、すべて放送センタで行われる。一方、再多
重方式では、ＣＡＴＶ局が、受信したストリームを一旦デスクランブルした後、独自の限
定受信情報を付加すると同時に、コンテンツを再スクランブルしてＣＡＴＶ端末装置に送
出する。
【０００４】
図１４は、従来の変調変換方式のシステム構成の要部を示している。放送センタ１４０１
とＣＡＴＶ局１４０９とは、衛星１４０８を利用した衛星回線で接続され、ＣＡＴＶ局１
４０９と端末装置１４１５とはＣＡＴＶ回線で接続されている。
【０００５】
　放送センタ１４０１は、映像や音声などのコンテンツを送出するコンテンツサーバ１４
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０２と、コンテンツを識別するための識別子（ＰＩＤ）やスクランブル鍵（Ｋｓ）をスク
ランブラ１４０５に送出し、暗号化した共通情報（ＥＣＭ）や個別情報（ＥＭＭ）を多重
部１４０３に送出する限定受信制御部１４０４と、ＥＣＭやＥＭＭとコンテンツとを１つ
のストリームに多重化する多重部１４０３と、ストリームの中の指定されたＰＩＤを持つ
コンテンツをＫｓでスクランブルするスクランブラ１４０５と、ストリームを変調処理し
、送信アンテナ１４０７を介して衛星回線へ送出する送信部１４０６とを備えている。
【０００６】
また、ＣＡＴＶ局１４０９は、受信アンテナ１４１０を介して衛星回線からストリームを
受信し、復調処理する受信部１４１１と、番組配列情報（ＰＳＩ）の一部を衛星伝送用途
からケーブル伝送用途に変換するＰＳＩ変換部１４１２と、信号をＣＡＴＶで規定された
ＱＡＭ方式に変調するＱＡＭ変調器１４１３と、変調されたストリームをＣＡＴＶの伝送
周波数に変換してＣＡＴＶ網へ送出する周波数変換部１４１４とを備えている。
【０００７】
このシステムの放送センタ１４０１では、コンテンツサーバ１４０２が多重部１４０３へ
映像や音声などを含むコンテンツを送信する。
【０００８】
限定受信制御部１４０４は、コンテンツに対する視聴許可を判定するための判定領域とコ
ンテンツをスクランブルしたＫｓとを持つＥＣＭをワーク鍵（Ｋｗ）で暗号化して多重部
１４０３へ送信し、また、各端末装置１４１５に対するコンテンツの視聴許可を与える契
約情報領域とＥＣＭを暗号化したＫｗとを持つＥＭＭを、各端末装置１４１５に固有のマ
スタ鍵（Ｋｍｉ）で暗号化して多重部１４０６へ送信する。さらに、限定受信制御部１４
０４は、スクランブラ１４０５に対してスクランブルを行うコンテンツを識別するための
ＰＩＤとＫｓとを送信する。
【０００９】
　多重部１４０３は、受信したコンテンツとＥＣＭ及びＥＭＭを１つのストリームとして
多重し、スクランブラ１４０５へ送信し、スクランブラ１４０５は受信したストリームの
うち、限定受信制御部１４０４により指定されたＰＩＤを持つコンテンツに対してスクラ
ンブルを行い、送信部１４０６へ送信する。送信部１４０６は、ストリームを衛星回線に
応じた変調などの送信処理を行い、送信アンテナ１４０７を介して衛星回線へ送出する。
【００１０】
一方、ＣＡＴＶ局１４０９では、受信部１４１１が受信アンテナ１４１０を介して衛星回
線からストリームを受信し、復調などの受信処理を行いＰＳＩ変換部１４１２へ送信する
。ＰＳＩ変換部１４１２は、ＰＳＩの一部であり、変調周波数などの伝送路情報とコンテ
ンツとを関連付ける情報を伝送するためのネットワーク管理テーブル（ＮＩＴ）を、衛星
伝送用途からケーブル伝送用途に変換してＱＡＭ変調器１４１３へ送信し、ＱＡＭ変調器
１４１３はＣＡＴＶで規定されたＱＡＭ方式に変調して周波数変換部１４１４へ送信し、
周波数変換部１４１４は、ストリームをＣＡＴＶの伝送周波数に変換してＣＡＴＶ網へ送
出する。
【００１１】
端末装置１４１５は、ＣＡＴＶ網からストリームを受信し、自分宛のＥＭＭを復号して、
契約情報及びＫｗを保持し、スクランブルされたコンテンツを視聴する場合には、まず、
該コンテンツに付随するＥＣＭを受信してＫｗで復号し、ＥＣＭ内の判定領域と契約情報
とを比較して視聴許可の有無を調べる。“視聴許可が有り”と判定されれば、ＥＣＭ内の
Ｋｓを用いて該コンテンツをデスクランブルすることができ、視聴可能となる。
【００１２】
　以上のように、変調変換方式は、ＣＡＴＶ局１４０９は単にストリームをＣＡＴＶ網に
適した変調方式などに変換するのみであり、ＥＣＭやＥＭＭを復号する必要もなく、スト
リームの内容は関与せずに中継することができる。この方式では、センタ装置を小規模・
低コストで実現することが出来るが、各端末装置１４１５の限定受信に基づく視聴管理は
全て放送センタ１４０１が行う。
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【００１３】
また、図１５は、ＣＡＴＶ局で独自の限定受信情報を追加する再多重方式の中継装置とし
てのＣＡＴＶ局の要部を示す図である。
【００１４】
放送センタ１５０１やＣＡＴＶ端末１５１７の構成、及び放送センタ１５０１とＣＡＴＶ
局１５０９とが衛星１５０８を利用した衛星回線で接続され、ＣＡＴＶ局１５０９と端末
装置１５１７とがＣＡＴＶ網で接続されている点は変調変換方式と同様である。
【００１５】
　ＣＡＴＶ局１５０９は、受信アンテナ１５１０を介して衛星回線からストリームを受信
し、スクランブル復号を含む復調などの受信処理を行う受信部１５１０、１５１１－１～
１５１１－３と、ＰＩＤやＫｓをスクランブラ１５１４に送出し、ＥＣＭやＥＭＭを多重
部１５１２に送出する限定受信制御部１５１３と、各受信部からの出力とＣＡＴＶ伝送の
ための番組配列情報（ＮＩＴなど）とＥＣＭ及びＥＭＭとを多重する多重部１５１２と、
ストリームの中の指定されたＰＩＤを持つコンテンツをＫｓでスクランブルするスクラン
ブラ１５１４と、信号をＣＡＴＶで規定されたＱＡＭ方式に変調するＱＡＭ変調器１５１
５と、変調されたストリームをＣＡＴＶの伝送周波数に変換してＣＡＴＶ網へ送出する周
波数変換部１５１６とを備えている。
【００１６】
このシステムの放送センタ１５０１は、変調変換方式と全く同じ動作を行う。ＣＡＴＶ局
１５０９では、受信部１５１０、１５１１－１～１５１１－３が受信アンテナ１５１０を
介して衛星回線からストリームを受信し、スクランブル復号を含む復調などの受信処理を
行い、トランスポートストリーム形式のコンテンツを多重部１５１２へ送信する。多重部
１５１２は、複数のトランスポートストリームを１つの伝送路に多重すると同時に、ＣＡ
ＴＶ伝送のための番組配列情報（ＮＩＴなど）、及び限定受信制御部１５１３より送出さ
れたＥＣＭ及びＥＭＭを多重し、スクランブラ１５１４へ送出する。
【００１７】
　スクランブラ１５１４は、限定受信制御部１５１３より送出されるＫｓにより、同様に
限定受信制御部１５１３より送出されるＰＩＤを持つコンテンツに対してスクランブルを
行い、ＱＡＭ変調器１５１５へ送信し、ＱＡＭ変調器１５１５はＣＡＴＶで規定されてい
るＱＡＭ方式に変調して周波数変換部１５１６へ送信し、周波数変換部１５１６はストリ
ームをＣＡＴＶの伝送周波数に変換してＣＡＴＶ網へ送出する。
【００１８】
以上のように、再多重方式では、ＣＡＴＶ局独自の限定受信を付加することが出来る。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、従来の変調変換方式では、放送センタの限定受信方式をＣＡＴＶ端末でそのま
ま利用しているため、ＣＡＴＶ回線に無許可で端末を接続し、ＣＡＴＶ局から再送信され
るコンテンツを無断で視聴する不正が行われる可能性がある。
【００２０】
例えば、放送センタからの放送を衛星回線を通じて直接受信することができる直接受信端
末のフロントエンド部に、ＣＡＴＶに対応した信号復調手段を設ければ、ＣＡＴＶ回線を
通じて送られる再送信コンテンツを視聴することが可能になる。こうした受信端末がＣＡ
ＴＶ事業者の許可を得ずにＣＡＴＶ回線に接続されても、ＣＡＴＶ局ではそれを把握する
ことができない。従って、ＣＡＴＶ局は、この端末のユーザに対して視聴料金を回収する
ことができない。
【００２１】
こうした事態を避けるため、ＣＡＴＶ事業者が、ＣＡＴＶ端末を管理し、独自の視聴制御
を実施できるようにすることが求められる。
【００２２】
一方、従来の再多重方式では、放送センタから送出されたストリームをトランスポートス
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トリーム形式へ復調後、放送センタと同様の方法で限定受信に関する情報を付加している
ため、デスクランブル及び再スクランブルなどのストリーム処理設備や、放送センタと同
様の手段を有する限定受信システムの設置が必要になり、ＣＡＴＶ局の大規模化・高コス
ト化の要因になる。
本発明は、こうした従来の課題を解決するものであり、変調変換方式を採りながら、再送
信コンテンツの視聴をＣＡＴＶ局から許可された端末装置のみに限定することができる限
定受信システムを提供することを目的としている。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　そこで、本発明は、１つ以上のセンタ装置と１つ以上の中継装置とが第一の伝送路で接
続され、中継装置と１つ以上の端末装置とが第二の伝送路で接続され、第一の伝送路によ
りセンタ装置から中継装置に、スクランブルされたコンテンツと暗号化されたＥＭＭと暗
号化されたＥＣＭとを含む第一のストリームが送信され、中継装置は、スクランブルされ
たコンテンツと暗号化されたＥＭＭと暗号化されたＥＣＭとをそのまま第二のストリーム
に含めて第二の伝送路で端末装置に送信するデジタル放送システムの限定受信システムに
おいて、中継装置より伝送制御情報を用いて視聴可否情報を端末装置に送信するとともに
、端末装置におけるフロントエンド部は前記伝送制御情報より視聴可否情報を抽出し、許
可のある番組を含むストリームのみを、放送事業者が付与した限定受信の解除などを行う
コンテンツ復号処理部に選択送出する制御を可能とする限定受信システムであり、前記視
聴可否情報はオリジナルネットワークＩＤとトランスポートストリームＩＤを含み、これ
らの組み合わせにより視聴可または否の設定をしているものである。
【００２４】
この限定受信システムにより、変調変換方式を採る中継装置が、センタ装置の限定受信手
段を利用して管轄する端末装置の限定受信を実施すると同時に、ＣＡＴＶ局にて生成する
伝送制御情報を用いた独自の視聴制限を行うことができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図を用いて説明する。なお、本発明はこれらの実施の
形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様
で実施し得る。
【００２６】
（第１の実施の形態）
第１の実施形態では、限定受信システムの一例である、衛星放送をＣＡＴＶ局で中継して
放送するデジタル放送システムについて説明する。
【００２７】
　図１は、このシステムの全体構成を示すブロック図である。放送センタ１０１とＣＡＴ
Ｖ局１０２、及び、放送センタ１０１と直接受信端末１０３は、人工衛星１０４を利用し
た衛星回線１０５で接続され、映像や音声等のコンテンツは、この回線を通じて放送セン
タ１０１から送信される。ＣＡＴＶ局１０２とＣＡＴＶ端末１０３とはＣＡＴＶ回線１０
６で接続され、再送信コンテンツがＣＡＴＶ局１０２からＣＡＴＶ端末１０３に送信され
る。放送センタ１０１は放送電波を衛星回線１０５に送出し、直接受信端末１０３は衛星
回線１０５から直接電波を受信する。ＣＡＴＶ局１０２は衛星回線１０２より受信した放
送電波をＣＡＴＶ回線１０６に中継し、ＣＡＴＶ端末１０３は、これをＣＡＴＶ回線１０
６から受信する。
【００２８】
　図２は放送センタ１０１の内部構成の要部を示すブロック図の一例である。放送センタ
１０１は、各放送事業者において作成されたＴＳを再構成し、１つの伝送周波数帯への重
畳に、多重情報（ＴＭＣＣ）をあわせて１つの伝送ストリームを生成し、衛星回線に適し
た伝送方式に変換後、送信アンテナにて中継局に対しての送出を行うものである。
【００２９】
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　放送センタ１０１における放送事業者２０１～２０３において生成された、映像や音声
などを含むストリームは、それぞれのトランスポートストリーム（ＴＳ）として、ＴＭＣ
Ｃ処理部２０４に入力される。ＴＭＣＣ処理部２０４は複数の放送事業者２０１～２０３
のＴＳを１つの伝送帯域に多重するとともに、端末側にて複数のＴＳより放送事業者ごと
のストリームを抽出するための情報であるＴＭＣＣ信号を付加する。ＴＭＣＣ処理部２０
４にて生成した１つの伝送帯域における複数のＴＳおよびＴＭＣＣ信号は、衛星伝送路に
適した方式に変調部２０５にて変調され、そののちに送信アンテナ２０６を介し、衛星回
線１０５に送信される。
【００３０】
　図３は中継局１０２の内部構成の要部を示すブロック図の一例である。中継局で１０２
は、放送センタ１０１より衛星回線１０５により伝送された複数のＴＳからなる伝送スト
リームより、再送信を行うＴＳの選択および再構成を行う。
【００３１】
　中継局１０２において、放送センタ１０１にて生成された複数のＴＳおよびＴＭＣＣ信
号を含むストリームを受信アンテナ３０１を介し受信し、チューナ３０２にて周波数帯の
選択ののち、復調部３０３に入力する。復調部３０３はチューナ３０２の出力より、ＴＭ
ＣＣを含むベースバンドレベルの複数のＴＳを復調し、伝送制御信号処理部３０４に入力
する。伝送制御信号処理部３０４は、これらの複数のＴＳの選択、再構成および放送セン
タ１０１にて付与されたＴＭＣＣ信号をもとにしたＣＡＴＶ用の伝送制御信号を生成、お
よび制御部３０５において生成されたＣＡＴＶ局独自の視聴可否情報をあわせて変調部３
０６に入力する。その後、伝送制御信号処理部３０４において生成したストリームをＣＡ
ＴＶにおける伝送方式に適した方式に変調部３０５にて変調し、ＣＡＴＶ回線１０６に送
信される。
【００３２】
　図４は端末装置１０３の内部構成の要部を示すブロック図の一例である。端末装置１０
３は、ＣＡＴＶ局１０２が付加した視聴可否情報をもとにストリーム選択を行うフロント
エンド部４０１と、フロントエンド部４０１より復調後の複数のＴＳを受信し、該当コン
テンツの復号処理をおこなうコンテンツ復号処理部４０５からなる。
【００３３】
　また、端末装置１０３は、中継局１０２よりＣＡＴＶ回線１０６を介して伝送されるス
トリームを、チューナ４０２にて選択し、復調部４０３にてベースバンドレベル信号に復
調し、伝送制御情報解析部４０４に入力する。伝送制御情報解析部４０４は、伝送制御情
報を抜き取り、さらに伝送制御情報内の視聴可否情報を抽出し、端末装置が選択可能な番
組を含むＴＳのみをコンテンツ復号処理部４０５に入力する。コンテンツ復号処理部４０
５は、一般的な衛星放送受信装置と同機能を有するものであり、選択されたＴＳについて
必要に応じ限定受信処理および映像デコード処理を行う。なお、ユーザによる選択操作は
おもにコンテンツ復号処理部４０５に対してなされ、フロントエンド部４０１が動作する
ための必要な情報を通信するものとする。
【００３４】
以上の構成よりなる限定受信システムの動作について、さらに詳しく説明する。放送セン
タ１０１のＴＭＣＣ処理部２０４は、各事業者から入力されるストリームを重畳し、ＭＰ
ＥＧ２トランスポートストリーム形式にて出力される。この際に複数のＴＳを混在させる
際に、端末装置にて受信可能な情報をＴＭＣＣ信号として上記ストリームにあわせて送信
する。
【００３５】
　中継局１０２においては、復調後の複数のＴＳより、ＣＡＴＶにて伝送するＴＳの受信
および再構成をおこなう。この際、放送センタ１０１にて付加されたＴＭＣＣ信号を参照
し、選択された単一ＴＳの抽出を行うとともに、ＴＭＣＣ信号をもとにＣＡＴＶにて再送
信する場合の伝送制御情報を生成・付加する。
【００３６】
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例えば伝送制御情報は、図５に示すフロントエンド特定のためのフロントエンド固有ＩＤ
５０１、番組あるいはフロントエンド固有ＩＤごとにコンテンツ復号部４０５への選択送
出判断を行うためのコンテンツ視聴可否情報５０２から構成される。
【００３７】
さらに視聴可否情報を説明する。視聴可否情報の一例を図６に示す。図６は番組特定のた
めの情報として、オリジナルネットワークＩＤおよびＴＳ－ＩＤを用い、それぞれの場合
の視聴可・否（１・０）が設定されおり、中継局１０２における制御部３０５にて管理さ
れる。
【００３８】
　このように、中継局１０２は伝送制御情報に独自に端末視聴制御を行うための視聴可否
情報を挿入して送信する。
【００３９】
　端末装置１０３においては、コンテンツ復号処理部４０５により選択された番組に関す
る周波数情報、プログラム番号などが、フロントエンド部４０１に対して入力される。フ
ロントエンド部４０１は、コンテンツ復号処理部４０５により指定された番組選択情報に
基づき、チューナ４０２および復調部４０３にて所望のＴＳ、および伝送制御情報のベー
スバンド信号を復号し、伝送制御信号解析部４０４に入力する。伝送制御信号解析部４０
４は、上記伝送制御情報内の視聴可否情報を抽出・解析し、視聴可能であるＴＳについて
は復号処理部４０５に送出する。
【００４０】
以上のような動作により、放送センタ１０２にて作成されたストリーム内容のコンテンツ
に関する変更を行うことなく、さらに、ＣＡＴＶ局（中継局）独自の視聴制御を付加する
ことが可能になる。
【００４１】
なお、フロントエンド固有ＩＤ５０１および視聴可否情報５０２はこれに限定するもので
なく、視聴制御のための制御パラメータを含むことも考えられる。また、視聴可否情報と
してフロントエンド固有ＩＤ５０１を含まず、全端末に対して同一の視聴可否制御を行う
ことも考えられる。さらには、フロントエンド固有ＩＤの１つの運用形態あるいは新規Ｉ
Ｄとしてグループ単位での視聴可否制御を行う場合もある。
【００４２】
さらに、視聴可否情報としてトランスポートストリーム、オリジナルネットワークＩＤお
よびそれらの組み合わせにより視聴可否制御を行ってもかまわない。
【００４３】
さらに、端末装置１０３に、図８にて示した出力制御部８０５を備え、コンテンツ復号処
理部８０８にはこれに対応した通信手段をそなえることにより、フロントエンド部８０１
とコンテンツ復号処理部８０５を独立した機器として運用することも可能である。その際
、出力制御部８０５における通信手段としては、例えばＩＥＥＥ１３９４などの汎用シリ
アルインタフェースや、ＢＳ－ＩＦ周波数帯などを用いることも考えられる。
【００４４】
　さらに、図９に示したように、端末装置１０３におけるフロントエンド部９０１に視聴
制御モジュールを設け、端末装置１０３の視聴可否情報をあらかじめ格納しておくことも
可能であり、さらに必要に応じ視聴可否情報などのフォーマット変更を行うことも考えら
れる。この際、視聴制御モジュール９０５をＩＣカードなどの取り外し可能なメディアと
することも可能である。また、１つの前記視聴制御モジュール９０５を用いて複数の端末
装置に対する視聴可否制御を行う場合も考えられる。
【００４５】
さらに、図７に示したように、視聴可否情報として周波数情報を含み、図１０に示した端
末装置１０３におけるコンテンツ復号処理部１００５による番組選択情報を、フロントエ
ンド部１００１のチューナへ送信する機能を有し、ＲＦ周波数レベルでの選択を行うこと
も考えられる。
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【００４６】
さらに、図１１に示したように、中継局１０２における伝送信号処理部１１０４の出力に
対し、中継局独自の暗号処理を行う手段として暗号部１１０９、１１１０を備え、伝送制
御情報を除く伝送ストリーム、あるいは視聴可否情報の一部またはすべてを暗号化し、復
号のための暗号鍵情報とあわせて端末装置１０３に送信することで、図１２に示した端末
装置１０３における伝送制御信号解析部１２０４の出力を、暗号鍵情報を用いて復号した
後、コンテンツ復号部１２０５に送信する構成としてもかまわない。
【００４７】
さらに、中継局１０２における制御部３０５にて、視聴可否情報を蓄積する手段を有し、
伝送制御情報に繰り返し重畳することもできる。
【００４８】
さらに、端末装置１０３におけるフロントエンド部４０１にタイマー手段を有し、一定期
間視聴可否情報を受信しなかった場合、すべてあるいは一部の、コンテンツ復号処理部４
０５に対するＴＳ出力を行わなくすることもできる。
【００４９】
さらに、端末装置１０３におけるフロントエンド部４０１に蓄積手段を有し、受信した視
聴可否情報を蓄積し、番組選択時に利用することもできる。
【００５０】
　さらに中継局１０２において、コンテンツとは異なる周波数帯、たとえばＯｏＢを用い
て視聴可否情報を伝送することもできる。また電話回線やインターネットなどの物理的に
異なる回線を用いてもかまわない。
【００５１】
また、フロントエンド部にフロントエンド固有情報とコンテンツ復号部固有情報とを保持
する機能を有し、これらが異なるときには全てあるいは一部のコンテンツ復号処理部４０
５に対するＴＳ出力を行わなくすることもできる。
【００５２】
（第２の実施の形態）
第２の実施形態では、限定受信システムの一例である、衛星放送をＣＡＴＶ局で中継して
放送するデジタル放送システムに関し、特に、ＣＡＴＶ局における伝送制御情報を、放送
センタからのＴＭＣＣ信号を利用しないで送信する場合について説明する。
【００５３】
図１３は、本実施形態における、中継局１０２の要部を示すブロック図の１例であり、Ｔ
ＭＣＣを含まない情報源１３０６より入力されたＭＰＥＧ形式の複数のＴＳに対し、制御
部１３０５に管理された情報をもとに、新規に伝送制御情報を生成するための構成を示し
ている。なお、受信アンテナ１３０１～変調部１３０７に関する一連の処理については第
１の実施の形態における中継局１０２と同様である。
【００５４】
　以上の構成よりなる限定受信システムについて以下その動作を説明する。図１３におけ
る情報源１３０６は、ＣＡＴＶ事業者が独自に生成する自主放送番組や、現行のＣＳ放送
をデコード後、新たにＭＰＥＧ方式のエンコードを行ったＭＰＥＧトランスポートストリ
ーム形式のコンテンツを示す。また、伝送制御信号処理部１３０７は情報源１３０６から
入力されるコンテンツの多重および新規伝送制御情報の追加を行う。その後、複数のＴＳ
からなる伝送ストリームを変調部１３０９、１３１０にてＣＡＴＶ回線１０６に適した形
式に変換し、混合部１３０８により、実施の形態1で示したＴＭＣＣ信号を含む衛星放送
ストリームとともに混合され、ＣＡＴＶ回線１０６に送出する。なお、受信装置１０３の
構成および機能についても実施の形態1と同様である。
【００５５】
なお、実施の形態１および２においてＣＡＴＶ局の生成する伝送制御情報を、ＣＡＴＶ用
の制御情報として一般的なＴＳＭＦ情報を用いることもできる。
【００５６】
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さらに、放送センタとして衛星放送局の場合について説明したが、放送センタとしては衛
星放送局以外の例えば地上波放送局とし、衛星を経由しない中継局との回線接続をおこな
うことも考えられる。
【００５７】
さらに、実施の形態１および２において、中継局から受信装置に対し有線による回線接続
が行われる場合について説明したが、中継局あるいは中継子局から端末装置に対して無線
による回線接続が行われることも考えられる。
【００５８】
また、実施の形態１および２において、中継局から送出する伝送制御情報が、ＴＳＭＦ（
Transport Streams Multiplexing Frame：ＣＡＴＶにおける伝送制御信号方式）あるいは
、ＴＳＭＦ拡張仕様で構成されることも考えられる。
【００５９】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明の限定受信システムは、ＣＡＴＶ局における衛
星放送中継の際に、衛星側の限定受信情報およびコンテンツを変更することなく、簡易な
方法にてＣＡＴＶ局独自の視聴制御を可能とする構成を有しているので、変調変換方式に
おいてもＣＡＴＶ局独自に端末装置の視聴制御が可能となるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における限定受信システムの全体構成図
【図２】本発明の第１の実施の形態における放送センタの内部構成図
【図３】本発明の第１の実施の形態における中継局の内部構成図
【図４】本発明の第１の実施の形態における端末装置の内部構成図
【図５】本発明の第１の実施の形態における視聴可否情報を説明する図
【図６】本発明の第１の実施の形態における視聴可否情報を説明する図
【図７】本発明の第１の実施の形態における視聴可否情報を説明する図
【図８】本発明の第１の実施の形態における端末装置の内部構成図
【図９】本発明の第１の実施の形態における端末装置の内部構成図
【図１０】本発明の第１の実施の形態における端末装置の内部構成図
【図１１】本発明の第２の実施の形態における中継局のの内部構成図
【図１２】本発明の第２の実施の形態における端末装置の内部構成図
【図１３】本発明の第３の実施の形態における中継局の内部構成図
【図１４】従来の変調変換方式を説明する図
【図１５】従来の再多重方式を説明する図
【符号の説明】
１０１、１４０１、１５０１　放送センタ
１０２、１４０９、１５０９　中継局
１０３、１４１５、１５１７　端末装置
１０４、１４０８、１５０８　人工衛星
１０５　衛星回線
１０６　ＣＡＴＶ回線
２０１、２０２、２０３　放送事業者
２０４　ＴＭＣＣ処理部
２０５、３０６、３０７、１１０６、１１０７、１３０６、１３０７、１３０９、１３１
０　変調部
２０６、１４０７、１５０７　送信アンテナ
３０１、１１０１、１３０１、１４１０、１５１０　受信アンテナ
３０２、４０２、８０２、９０２、１００２、１１０２、１２０２、１３０２チューナ
３０３、４０３、８０３、９０３、１００３、１００３、１２０３、１３０３復調部
３０４、１１０４、１３０４、１３０７　伝送制御信号処理部
３０５、１１０５、１３０５　制御部
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３０８、１１０８、１３０８　混合部
４０１、８０１、９０１、１００１、１２０１　フロントエンド部
４０４、８０４、９０４、１００４、１２０４　伝送制御信号解析部
４０５、８０６、９０７、１００５、１２０５　コンテンツ復号処理部
５０１　フロントエンド固有ＩＤ
５０２　視聴可否情報
８０５、９０６　出力制御部
９０５　視聴制御モジュール
１１０９，１１１０　暗号部
１２０６　復号部
１４０２、１５０２　コンテンツサーバ
１４０３、１５０３、１５１２　多重部
１４０４、１５０４、１５１３　限定受信制御部
１４０５、１５０５、１５１４　スクランブラ
１４０６、１５０６　送信部
１４１１、１５１１　受信部
１４１２、　ＰＳＩ変換部
１４１３、１５１５　ＱＡＭ変調器
１４１４、１５１６　周波数変換部

【図１】 【図２】
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【図８】
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